
計画全般
№ 項目 意見の要旨 町の考え方

1 全般
久米南町には、すばらしい人的資源
があることを強調すべきである。

2 全般

地域の課題に対し、行政・地域・個
人で何ができるか、町民の目線から
協働を進める方向性を打ち出してい
ることは大きな意義がある。町民が意
見を出しやすく、町民と行政が協力
しやすい環境を作って欲しい。

3 全般

久米南町は文化面で協働によるまち
づくりをした実績があるので、農業・
産業、危機管理、住環境にもその経
験を活かしていくべきである。

4 全般
内部だけではなく、外部からまちづく
りの専門家等を招き、刺激し合う学
びの場を行政から提供して欲しい。

5 全般
もっと創意工夫ある計画とするため、
有識者や希望者を募って、具現性の
ある計画にして欲しい。

平成２３年１２月２１日から平成２４年１月２０日までの間、「第５次久米南町振興計画 素案」について、久米南町
パブリックコメント実施要綱により御意見を募集したところ、次の２７件が寄せられました。
これらの御意見等に対する町の考え方を記載しておりますので御覧ください。
貴重な御意見ありがとうございました。

「第5次久米南町振興計画 素案」に対する町民意見等の募集結果について

アンケートやワークショップでもあげ
られているように久米南町には、す
ばらしい人的・文化的資源がありま
す。
計画には町民の参画や官民の協
働、また、文化振興を主要施策にあ
げ、現存する資源を活かす政策を推
進していきます。

今回の振興計画の策定にあたり、広
く専門的な意見を取り入れるため、
大学関係者やまちづくりを専門に
行っているＮＰＯ法人の協力を得ま
した。
今後も計画等の策定にあたっては、
広域的なネットワークを活用するとと
もに、町民が参加できる体制を整
え、協働によるまちづくりを推進して
いきます。



6 全般

ほとんどの項目で「積極的に努める、
支援する」といった表現であり、責任
の所在が曖昧であるので、何をどの
ようにするのか表現して欲しい。

7 全般
抽象的な表現が目立ち具体的にど
のような方法・施策が用いられるのか
理解しがたい。

8 全般
多くのことをやっていることはわかりま
したが、今後はまず何を重点的にや
ろうとしているのか見えません。

9 全般
目標値等が示されているが、目標数
値の根拠が不明瞭である。

10 全般
計画は立てているが、検証、反省の
時期が示されていないので「絵に描
いた餅」になるのではないか。

振興計画は、基本構想と基本計画
に分かれています。総合的な指針
となる基本構想については10年後
を目標年次としています。また、分
野の施策等を示した基本計画につ
いては5年ごとに前期と後期に分
け、前期の目標年次には社会情勢
や経済情勢の変化に柔軟に対応
できるよう検証や見直しを行いま
す。

11 全般
情報量が多すぎるので全部読めな
い。概要版があったほうが良い。

パブリックコメントについては素案全
文の公開で情報量が多く読みづらい
ものとなっており申し訳ありませんで
した。今後は皆様にわかりやすいよう
に計画の概要版の作成を検討いた
します。

第１章 総論

項目 意見の要旨 町の考え方

12 Ⅲ町民意識 ワークショップ

ワークショップはまちづくりの基本的
な手法であるので、環境（拠点の整
備等）を整え、課題別（観光・農業・
文化等）でも活用し、続けて行って欲
しい。

ワークショップの導入は協働のまち
づくりを行う上で必要です。今後も各
分野で活用していきたいと考えま
す。

振興計画は、これからのまちづくりに
ついて、広く施策を取りまとめて大き
な方向性を描く計画ですので、表現
につきましては概念的なものとなりま
すことをご理解、ご了承ください。
なお、具体的な事務事業につきまし
ては、振興計画の各施策の方針を
基に部門別計画の中で検討および
位置付けを行ってまいります。



第２章 基本構想

項目 意見の要旨 町の考え方

13 Ⅲまちの将来像 １将来人口
将来人口については、5,300人の維
持は可能である。定住施策等しっか
り考え、実行してもらいたい。

ご意見のとおり、定住促進による人
口の維持は今後の久米南町にとっ
て大きな課題になります。今後はI・Ｊ・
Ｕターン者の受入をはじめ、子育て
環境の整備など様々な施策により定
住促進に努め、人口の維持を図って
いきます。

第３章 基本計画

項目 意見の要旨 町の考え方

14 Ⅰ－２（１）定住促進

①働く場がない②空き家が耐震構造
になってない③農業を始めるとき農
業機械がない。この3点が定住しにく
い理由だと思う。

ご意見のとおり、仕事・住居・就農は
定住促進を図る上で重要な要素で
す。
町では本年から定住促進本部を開
設し、久米南町への定住に関する相
談とサポートを行っています。また、
空き家バンクや空き家改修補助制度
により空き家の有効利用にも取り組
んでいます。就農については岡山県
と協力し、新規就農者支援を行って
います。

15 Ⅰ－２（２）観光振興
カッピーストラップやハスバーガーを
道の駅等で売ってはどうか。

16 Ⅰ－２（２）観光振興
キュウリなどの特産品を使った名物
づくりをしてはどうか。

17 Ⅱ全般
「潤いのまち」とあるが、文面には「潤
いのまち」という表現が出てこない。

Ⅱでは生活環境の整備を主に取り
上げていますが、「潤いのまち」という
表現も若干わかりにくいものであった
ように思います。再度検討し、施策に
あった表現（例えば「憩いのまち」な
ど）を検討します。

18 Ⅱ－３（３）公共交通
公共交通についてはＪＲとの協力体
制を強調すべきである。

久米南町には南北にＪＲ津山線がと
おり、駅も町内に３つあるなど、交通
の便では比較的恵まれています。当
然ＪＲとの協力体制は必然であり、駅
の整備も含め協力体制を強化してい
きます。

久米南町の良さを内外問わず、多く
の人に知ってもらうため、カッピーや
ハスバーガー、キュウリ、ユズなどの
特産品を有効に活用し、道の駅を拠
点に、町のＰＲ活動を積極的に行っ
ていきます。
また、ハスバーガーなど地域発信の
活動については、町で支援し、協働
によるまちづくりを推進していきま
す。



19 Ⅲ－２（２）地域医療
福渡病院の現状を把握し、福渡病院
の立ち位置を明確にして欲しい。

福渡病院は地域医療の中心的役割
を担う公立病院としての役割の他、
救急告知病院（救急搬送する医療
機関）としての役割を担っています。
また、急速な高齢化が進む中、在宅
訪問診療及び訪問介護ステーショ
ン、通所リハビリテーションを実施し、
地域住民の健康保持に必要な医療
を提供しています。今後も地域医療
体制の構築に努めていきたいと考え
ています。

20 Ⅳ－１（１）農業
国との連携について明記されていな
いが、国との関係は重要である。

21 Ⅳ－１（１）農業
農協との連携を重要視するべきであ
る。

22 Ⅳ－１（２）林業
20年前と書いてあることが変わって
いない。林業の現状を見て欲しい。

23 Ⅳ－１（２）林業
森林組合のみ明記してあるが、他の
事業者も含める必要があるのではな
いか。

24 Ⅴ―１（１）学校教育
教職員の資質向上について記され
ているが、町の取組としては問題が
大きいのではないか。

町教育委員会では、平成22年度か
ら「久米南町教育振興基本計画」に
基づき、人づくりによる町づくりを推
進しています。
教職員の資質向上については、現
在、県や学校と連携し、町主催の研
修のほか、県や学校単位での研修も
行っています。町も教職員の資質向
上に向けた取り組みの一端を担って
いくものとご理解ください。

ご意見のとおり、農業の振興につい
ては、国や県、市町村、農業委員
会、農協等の関係機関が一体とな
り、それぞれの役割分担のもと、取り
組みを強化することが重要です。
国や県等の補助制度の一層の普及
推進、積極的な活用を行い、農業者
の安定的な経営や発展を目指し、意
欲的な生産を推進します。

小規模な森林所有者が多い本町
で、林家個人で作業を計画的実施
することは現状困難であり、林業の
振興のためには、合理的な経営を目
指し、施業の共同化を推進します。
また、地球温暖化の防止や自然災
害への影響も考慮しつつ、適正な森
林施業の実施や森林の保全により
森林資源の維持造成に努めていき
ます。



25 Ⅵ－１（１）協働のまちづくり
協働のまちづくりにはＮＰＯの協力が
必要である。

町民主体によるまちづくりには分野
に特化したＮＰＯ法人の協力が必要
となります。外部のＮＰＯ法人と協力
し、先進的な考え方を取り入れるとと
もに、町内団体のＮＰＯ法人化の支
援も行い、協働のまちづくりを推進し
ていきます。

26 Ⅵ－２（１）公聴広報
ＩＰ告知放送の普及率はなぜ早急に
１００％としないのか。

町としては全戸への設置を目指して
いますが、全戸への設置に至ってい
ません。これからは、多くの人が加入
を希望されるよう、魅力ある放送内容
を検討するほか、積極的な啓発に努
め、普及率の向上を図ります。

27 Ⅵ－２（３）行財政改革
町長や役場に対するパブリックコメン
トＨＰ等を早急に開設して欲しい。

本年度からパブリックコメント制度を
はじめ、町が作成する主要な計画に
ついては、素案段階で公表していま
す。それに伴い、町ホームページに
ついても見直しを行い、より皆様から
のご意見をいただきやすい環境を整
備します。


